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(57)【要約】
【課題】本発明の目的は、従来の可撓性を維持しつつ、
高弾発性を有する内視鏡用可撓管を提供することにある
。
【解決手段】本発明は、螺旋管と、前記螺旋管を覆う網
状管と、前記網状管の外周を被覆する外皮とを備える内
視鏡用可撓管であって、前記外皮が、独立気泡を有する
外皮樹脂材料を含むことを特徴とする、内視鏡用可撓管
を提供する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　螺旋管と、前記螺旋管を覆う網状管と、前記網状管の外周を被覆する外皮とを備える内
視鏡用可撓管であって、前記外皮が、独立気泡を有する外皮樹脂材料を含むことを特徴と
する、内視鏡用可撓管。
【請求項２】
　前記独立気泡が、微小中空球によって形成されていることを特徴とする、請求項１に記
載の内視鏡用可撓管。
【請求項３】
　前記微小中空球が、ガラス微小中空球であることを特徴とする、請求項１または２に記
載の内視鏡用可撓管。
【請求項４】
　前記微小中空球の平均粒径が、５～１３５μｍであることを特徴とする、請求項１～３
のいずれか１項に記載の内視鏡用可撓管。
【請求項５】
　前記微小中空球の配合量が、前記外皮樹脂材料100重量部に対して45重量部以下である
ことを特徴とする、請求項１～４のいずれか１項に記載の内視鏡用可撓管。
【請求項６】
　螺旋管を網状管で覆い、可撓管芯材を得る工程と、
　外皮樹脂材料中に微小中空球を配合して混練を行い、外皮材料を得る工程と、
　前記可撓管芯材の外周に前記外皮材料を被覆し、内視鏡用可撓管を得る工程と、
を含む、内視鏡用可撓管の製造方法。
【請求項７】
　前記微小中空球の配合量が、前記外皮樹脂材料100重量部に対して45重量部以下である
ことを特徴とする、請求項６に記載の内視鏡用可撓管の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、可撓管に関し、特に、内視鏡用の可撓管およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡は繰り返し使用され、その使用の都度、洗浄や消毒を行う必要があることから、
その可撓管の外皮としては体液や洗浄・消毒液などに対する非透水性のみならず、高い弾
発性と体腔内への挿入を損なわないような適度な可撓性が必要とされてきた。
【０００３】
　従来の内視鏡用可撓管の外皮は熱可塑性ポリエステル系エラストマー（TPC）と熱可塑
性ポリウレタン系エラストマー（TPU）を混合したもので形成するか、軟性ポリビニルク
ロライド（PVC）を配合したTPUとTPCを混合したもので形成したものである。また熱可塑
性フッ素系エラストマーを使用した製品も考案されている（特許文献１）。
【０００４】
　前述のように内視鏡の挿入性は、可撓性と弾発性に支配されている。例えば、特許文献
１の可撓管は、構成材料であるフッ素系材料の比重が1.89g/cm3と大きく、TPU（比重：1.
1～1.25 g/cm3）やTPC（1.17～1.25 g/cm3）の1.5倍以上の重さであるため、弾発性が低
くなり、挿入性に問題があった。
【０００５】
　被験者および術者の負担を軽減すべく、内視鏡の挿入性を改善する必要があり、そのた
めに可撓管には、従来の可撓性を維持しつつ、高弾発であることが求められている。また
最近、滅菌手法の多様化から、耐熱性も求められるようになってきた。
【特許文献１】特開平１１－５６７６２号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　したがって、本発明の目的は、従来の可撓性を維持しつつ、高弾発性を有する内視鏡用
可撓管およびその製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者は、上記課題を解決するもので、本発明者らは鋭意検討を行った結果、外皮が
加熱や時間の経過によって変化しない独立気泡を有することが効果的であることを見出し
、本発明を完成するに至った。
【０００８】
　すなわち、本発明は、螺旋管と、前記螺旋管を覆う網状管と、前記網状管の外周を被覆
する外皮とを備える内視鏡用可撓管であって、前記外皮が、独立気泡を有する外皮樹脂材
料を含むことを特徴とする、内視鏡用可撓管を提供する。
【０００９】
　また、本発明は、前記独立気泡が、微小中空球によって形成されていることを特徴とす
る、内視鏡用可撓管を提供する。
【００１０】
　さらにまた、本発明は、前記微小中空球が、ガラス微小中空球であることを特徴とする
、内視鏡用可撓管を提供する。
【００１１】
　さらにまた、本発明は、前記微小中空球の平均粒径が、５～１３５μｍであることを特
徴とする、内視鏡用可撓管を提供する。
【００１２】
　さらにまた、本発明は、前記微小中空球の配合量が、前記外皮樹脂材料100重量部に対
して45重量部以下であることを特徴とする、内視鏡用可撓管を提供する。
【００１３】
　さらにまた、本発明は、螺旋管を網状管で覆い、可撓管芯材を得る工程と、外皮樹脂材
料中に微小中空球を配合して混練を行い、外皮材料を得る工程と、前記可撓管芯材の外周
に前記外皮材料を被覆し、内視鏡用可撓管を得る工程と、を含む、内視鏡用可撓管の製造
方法を提供する。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明による内視鏡用可撓管およびその製造方法によって、従来の可撓性を維持しつつ
、高弾発性を有する内視鏡用可撓管を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、図面を用いて本発明の実施形態について説明する。なお、以下に示す実施形態は
、本発明の構成を詳細に説明するために例示的に示したものに過ぎない。従って、本発明
は、以下の実施形態に記載された説明に基づいて限定解釈されるべきではない。本発明の
範囲には、特許請求の範囲に記載された発明の範囲内にある限り、以下の実施形態の種々
の変形、改良形態を含む全ての実施形態が含まれる。
【００１６】
　＜第１の実施形態＞
　図１
　図１は、第１の実施形態における内視鏡１０の概略的な構成を示す斜視図である。図１
に示すように、内視鏡１０は、細長く可撓性を有する挿入部１１と、この挿入部１１の基
端部に設けられた操作部１２とを備えている。挿入部１１は、硬質の先端部１３と、先端
部１３に連結された湾曲可能な湾曲部１４と、湾曲部１４に連結された可撓管１５とで構
成されている。湾曲部１４は、操作部１２による遠隔操作によって所望の向きに湾曲させ
ることができる。可撓管１５は、先端部１３を例えば十二指腸、小腸、大腸のような体腔



(4) JP 2010-35923 A 2010.2.18

10

20

30

40

50

の深部まで挿入するための蛇管である。
【００１７】
　図２および３
　図２は、第１の実施形態における内視鏡用可撓管１の構成を示した模式図である。また
、図３は、第１の実施形態における内視鏡用可撓管を示す断面図である。
【００１８】
　図２および３に示すように、内視鏡用可撓管（以下、「可撓管」）１は、可撓管芯材４
と、その外周を被覆する外皮６とにより構成されている。可撓管芯材４は、螺旋管２と、
その外周を被覆する網状管３とにより構成されている。
【００１９】
　螺旋管２は、弾性を有する薄板を螺旋状に巻くことにより構成される。弾性を有する薄
板を構成する材料としては、ステンレス鋼、銅合金が挙げられる。網状管３は、金属製、
あるいは非金属製の細線を複数本編組することにより構成される。細線の材料としては、
金属製ではステンレス鋼、非金属製では合成樹脂を用いることができる。また、外皮樹脂
との接着性を向上させるために、金属製と非金属製の細線を混在させて編組する場合もあ
る。
【００２０】
　可撓管芯材４の外周を被覆する外皮６には、熱可塑性ポリエステル系エラストマー（TP
C）、熱可塑性ポリウレタン系エラストマー（TPU）、熱可塑性フッ素系エラストマー、熱
可塑性オレフィン系エラストマー、熱可塑性スチレン系エラストマーなど、公知の熱可塑
性エラストマーを広く用いることができる。また、外皮６には、架橋構造を有するゴムを
用いることもできる。
【００２１】
　外皮６の外周にはさらにトップコート７が被覆されていてもよい。トップコート７は、
耐薬品性や患者の体壁に対する滑り性に優れた素材で薄く形成されており、その材料とし
ては、例えばウレタン系樹脂材またはフッ素樹脂材が用いられる。なお、本発明の内視鏡
用可撓管１は、独立気泡をもつ外皮によって可撓管芯材４が被覆されているため、トップ
コート７が存在しない場合であっても高弾発性および非浸透性を実現することができ、し
たがって、外皮６が最外層として形成された内視鏡用可撓管１を提供することができる。
この結果、内視鏡用可撓管１の製造プロセスにおいて、トップコート７を被覆する工程を
省略することができるので、製造装置のサイズダウン、原料調達および調製に伴う労力の
削減、製造コストの低額化を実現することができる。また同時に、内視鏡用可撓管１自体
のさらなる軽量化および細径化も実現される。
【００２２】
　その他、図３に示すように、可撓管芯材４の外周面にカップリング剤５の層を設け、そ
の上に熱可塑性エラストマーの外皮６を密着被覆させてもよい。カップリング剤５には、
例えばシラン系カップリング剤が用いられ、その他、チタネート系、アルミニウム系、ま
たはジルコニウム系カップリング剤が用いられてもよい。なお、カップリング剤が塗布さ
れたかの判別を容易にするための顔料をカップリング剤中に添加してもよい。
【００２３】
　図４および図５
　図４は、第１の実施形態における外皮６の拡大図である。外皮６には多数の独立気泡８
が存在している。また、図５は、外皮６の種々の態様を示す模式図である。
【００２４】
　図４に示すように、本発明の可撓管の外皮６には、複数の独立気泡８が散在して存在し
ている。独立気泡８が外皮６の全体に散在して存在していることによって、外皮６の比重
が軽くなり、その結果、可撓管１の高い弾発性が実現される。
【００２５】
　図５では、外皮構造を比較した。従来の外皮６は均一な樹脂材料から構成される（図５
ａ）。従来の外皮６は内部に空隙を有さないため、比重が重く、その結果、高い弾発性を
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実現できない。一方、例えば、発泡剤を用いて外皮を作製した場合、連続気泡構造となる
（図５ｂ）。連続気泡構造をもつ外皮６は、非透水性を十分に維持することができないの
で、病原体が外皮６の内部に浸透してしまい、滅菌処理などを十分にすることもできない
。また、発泡剤を用いて空隙を作製した場合、時間の経過とともに空孔が消失してしまう
ことで、外皮が肉薄になり、外径が変化するといった問題が生じる。これに対し、第１の
実施形態における外皮６は、微小中空球や多孔質材料によって形成された独立気泡構造を
有する（図５ｃ）。独立気泡構造をもつ外皮６は、比重が軽く、その結果、高い弾発性を
実現することができる。また、空孔が独立しているため、従来と変わらない非透水性を確
保することができ、病原体が材料内部に浸透することがないので、汚染の問題がなく、各
種洗浄・消毒作業、低温プラズマ滅菌などによって繰り返し使用が可能である。さらにま
た、空孔が加熱により消失しないため、感染症対策の面でより安全なオートクレーブ（高
圧水蒸気滅菌）への使用も可能となり、高い挿入性を長期にわたり維持することができる
。
【００２６】
　本発明の外皮６に形成された各独立気泡は、微小中空球を添加することによって作製す
ることができる。ここで、微小中空球とは、その内部に空隙を有する微小な中空体である
。微小中空球は、高強度かつ高耐熱性を有し、外皮６を構成する樹脂材料の成型時に破壊
および溶融することなく、安定した独立気泡構造を恒常的に外皮６内部に提供することが
できる。微小中空球としては、例えば、ガラス微小中空球および樹脂微小中空球などが挙
げられる。
【００２７】
　微小中空球の平均粒径は、１～1000μｍ、好ましくは2～500μｍ、さらに好ましくは3
～200μｍ、最も好ましくは5～135μｍである。なお、平均粒径が小さいほど微分散し、
外皮樹脂材料の伸びが良くなる。
【００２８】
　また、微小中空球の密度は、外皮樹脂材料の密度との関係で変化し、微小中空球を含ま
ない外皮樹脂材料のみで形成された外皮６と比較して比重が軽くなっている必要がある。
一般的には、真密度換算で1.8g/cm3以下、好ましくは1.1g/cm3以下であり、見掛け密度換
算で1.5g/cm3以下、好ましくは0.8g/cm3以下、かさ密度換算で1.0g/cm3以下、好ましくは
0.5g/cm3以下である。また、微小中空球の中空率は、10～99％、好ましくは50～98％、さ
らに好ましくは70％～95％である。なお、真密度が小さいほど外皮材料の比重の軽量化へ
の寄与が大きくなり、少量添加でも高い効果を発揮する。
【００２９】
　さらにまた、微小中空体は熱安定性を有し、具体的には、軟化温度が300℃以上、好ま
しくは500℃以上、さらに好ましくは550℃以上である。また、微小中空体は高い耐圧性を
有し、具体的には、耐圧強度が0.1MPa以上、好ましくは1.0MPa以上、さらに好ましくは1.
7MPa以上である。
【００３０】
　ガラス微小中空球の組成は、ＳｉＯ２、Ｂ２Ｏ３、Ｎａ２Ｏ、ＣａＯ、Ａｌ２Ｏ３、Ｆ
ｅ２Ｏ３、Ｋ２Ｏ、ＭｇＯ、ＺｎＯ、ＴｉＯ２、Ｐ２Ｏ５などの成分によって構成され、
例えば、ソーダ石灰ホウケイ酸ガラス製のものなどが挙げられる。良質なガラス微小中空
球が広く市販されており、例えば、グラスバブルズ（住友３M社製）、キューセル（Potte
rs Industries社製）、イースフィアーズ（太平洋セメント社製）などを用いて本発明の
可撓管１を作製することができる。一方、樹脂微小中空球の組成は、例えば、エポキシ、
フェノールなどの熱硬化性樹脂によって構成されている。
【００３１】
　これらの微小中空球は、１種類を単独で用いてもよいし、あるいは複数を組み合わせて
用いてもよい。
【００３２】
　微小中空球は、一般的に充填材に分類され、添加量が多すぎると外皮材料が硬くなった



(6) JP 2010-35923 A 2010.2.18

10

20

30

40

50

り脆くなることがある。したがって、微小中空球材料の配合量は、外皮６の比重を低くし
て弾発性を上げ、かつ脆性化させないために、外皮樹脂材料100重量部に対して50重量部
以下、特に45重量部以下にするのが好ましい。
【００３３】
　その他、微小中空球を用いる代わりに、多孔質材料を添加することによって同様の構造
を得ることができる。
【００３４】
　また、必要に応じて、他の充填材を配合することもできる。具体的には、カーボンブラ
ック、シリカ、硫酸バリウム、酸化チタン、酸化アルミニウム、炭酸カルシウム、ケイ酸
カルシウム、ケイ酸マグネシウム、ケイ酸アルミニウムなどの無機系充填材、ポリテトラ
フロロエチレン樹脂、ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂、フェノール樹脂、ポリイ
ミド樹脂、メラミン樹脂、シリコーン樹脂などの有機系充填材が挙げられる。また、複数
の充填材を併用することも可能である。
【００３５】
　さらにまた、所望により繊維などを配合することもできる。具体的には、ガラス繊維、
アルミナ繊維、ロックウールなどの無機繊維、綿、羊毛、絹、麻、ナイロン繊維、アラミ
ド繊維、ビニロン繊維、ポリエステル繊維、レーヨン繊維、アセテート繊維、フェノール
－ホルムアルデヒド繊維、ポリフェニレンサルファイド繊維、アクリル繊維、ポリ塩化ビ
ニル繊維、ポリ塩化ビニリデン繊維、ポリウレタン繊維、テトラフルオロエチレン繊維な
どの有機繊維が挙げられる。また、複数の繊維を併用することも可能である。
【００３６】
　なお、本発明の効果を阻害しない範囲で滑剤、安定剤、耐候安定剤、紫外線吸収剤、帯
電防止剤などを添加してもよい。
【００３７】
　次に、第１の実施形態における内視鏡用可撓管１の製造方法について説明する。
【００３８】
　先ず、弾性を有する薄板、例えばステンレス鋼板を螺旋状に巻いた螺旋管２の上に、例
えば合成樹脂からなる細線を網状に組んだ網状管３を被せる。
【００３９】
　次いで、網状管３の外周面上にカップリング剤５の層を設け、この層の上に外皮６を密
着被覆する。カップリング剤５の層は必ずしも必要ではなく、網状管３の上に直接外皮６
を被覆してもよい。このとき、網状管３には含浸しやすい接着剤、例えばウレタン系接着
剤などを塗布しておくとよい。
【００４０】
　本発明の外皮６は、種々の慣用の方法で製造することができる。一般的には、ニーダー
、バンバリーミキサー、連続混練押出し機などの混練機で溶融混練を行う。混練温度は、
各成分が均一に分散され、かつ各種材料の分解温度以下であれば特に制限はない。具体的
には、例えば熱可塑性ポリエステル系エラストマー（TPC）にガラス微小中空球を所定量
配合し、連続混練押出し機で混練を行ったものを押出し成形により被覆し、外皮６を形成
する。
【００４１】
　最後に、外皮６の上に、例えば、耐薬性、滑り性に優れたウレタン樹脂またはフッ素樹
脂を、ディップ法または押出し成形により所定の厚みで堆積させ、トップコート７を形成
する。なお、トップコート７の層を被覆する工程を、外皮６を被覆する工程と同時に行っ
てもよい。第１の実施形態における外皮６は独立気泡構造を有するため、低比重で高弾発
性を有するのみならず、同時に非浸透性、耐薬性に優れている。したがって、第１の実施
形態における外皮６を適用した可撓管１は、トップコート７の層を必ずしも必要としない
。
【実施例】
【００４２】
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　以下、実施例により本発明を詳しく説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるも
のではない。
【００４３】
　１．内視鏡用可撓管の作製
　以下の配合表に示したエラストマーと充填材（ガラス微小中空球）とを使用して外皮６
を調製し、内視鏡用可撓管を作製した。エラストマーとしては、ポリエステル系、ポリウ
レタン系、ポリオレフィン系およびフッ素系を使用し、充填材としては、グラスバブルズ
K1、A20（いずれも住友３M社製）、キューセル7014（Potters Industries社製）、および
イースフィアーズ（太平洋セメント社製）を使用した。
【表１】

【００４４】
　[実施例１]
　熱可塑性ポリエステル系エラストマー（TPC）100重量部に対してガラス微小中空球（グ
ラスバブルズK1、真密度：0.125g/cm3)を10重量部配合し、連続混練押出し機で混練を行
い、外皮材料を得た。螺旋管に網状管を被覆した芯材の外周に得られた外皮材料を被覆し
、内視鏡用可撓管を作製した。
【００４５】
　[実施例２]
　熱可塑性ポリエステル系エラストマー（TPC）100重量部に対してガラス微小中空球（グ
ラスバブルズK1、真密度：0.125g/cm3)を40重量部配合し、連続混練押出し機で混練を行
い、外皮材料を得た。螺旋管に網状管を被覆した芯材の外周に得られた外皮材料を被覆し
、内視鏡用可撓管を作製した。
【００４６】
　[実施例３]
　熱可塑性ポリウレタン系エラストマー（TPU）100重量部に対してガラス微小中空球（グ
ラスバブルズA20、真密度：0.20g/cm3)を20重量部配合し、連続混練押出し機で混練を行
い、外皮材料を得た。螺旋管に網状管を被覆した芯材の外周に得られた外皮材料を被覆し
、内視鏡用可撓管を作製した。
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　[実施例４]
　熱可塑性ポリオレフィン系エラストマー100重量部に対してガラス微小中空球（キュー
セル7014、真密度：0.14g/cm3)を40重量部配合し、連続混練押出し機で混練を行い、外皮
材料を得た。螺旋管に網状管を被覆した芯材の外周に得られた外皮材料を被覆し、内視鏡
用可撓管を作製した。
【００４８】
　[実施例５]
　熱可塑性フッ素系エラストマー100重量部に対してガラス微小中空球（グラスバブルズK
1、真密度：0.125g/cm3)を40重量部配合し、連続混練押出し機で混練を行い、外皮材料を
得た。螺旋管に網状管を被覆した芯材の外周に得られた外皮材料を被覆し、内視鏡用可撓
管を作製した。
【００４９】
　[実施例６]
　熱可塑性ポリエステル系エラストマー（TPC）100重量部に対してガラス微小中空球（イ
ースフィアーズ、真密度：0.7～0.8g/cm3)を20重量部配合し、連続混練押出し機で混練を
行い、外皮材料を得た。螺旋管に網状管を被覆した芯材の外周に得られた外皮材料を被覆
し、内視鏡用可撓管を作製した。
【００５０】
　[比較例１]
　ガラス微小中空球を含まない熱可塑性ポリエステル系エラストマー（TPC）のみからな
る外皮材料を、螺旋管に網状管を被覆した芯材の外周に被覆し、内視鏡用可撓管を作製し
た。
【００５１】
　[比較例２]
　ガラス微小中空球を含まない熱可塑性ポリエステル系エラストマー（TPC）100重量部に
対して発泡剤（永和化成工業製、ビニホールAC#3）を0.1重量部配合し、連続気泡構造を
有する外皮材料を得た。螺旋管に網状管を被覆した芯材の外周に得られた外皮材料を被覆
し、内視鏡用可撓管を作製した。
【００５２】
　[比較例３]
　過剰量のガラス微小中空球の影響について調べるために、熱可塑性ポリエステル系エラ
ストマー（TPC）100重量部に対してガラス微小中空球（グラスバブルズK1、真密度：0.12
5g/cm3)を80重量部配合し、連続混練押出し機で混練を行い、外皮材料を得た。螺旋管に
網状管を被覆した芯材の外周に得られた外皮材料を被覆し、内視鏡用可撓管を作製した。
【００５３】
　[比較例４]
　比重の重いエラストマーの影響について調べるために、ガラス微小中空球を含まない熱
可塑性フッ素系エラストマーのみからなる外皮材料を、螺旋管に網状管を被覆した芯材の
外周に被覆し、内視鏡用可撓管を作製した。
【００５４】
　２．試験結果
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【００５５】
　表２から明らかなように、実施例１～６において作製した可撓管では、弾発性、非透水
性および可撓性のいずれの特性についても良好な結果が得られた。一方、比較例１～４に
おいて作製した可撓管では、弾発性、非透水性および可撓性のいずれか１つの特性につい
て十分な結果を得ることができなかった。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】第１の実施形態における内視鏡１０の概略的な構成を示す斜視図
【図２】第１の実施形態における内視鏡用可撓管１の構成を示す模式図
【図３】第１の実施形態における内視鏡用可撓管１を示す断面図
【図４】第１の実施形態における外皮６の拡大図
【図５】外皮６の種々の形態を示す模式図
【符号の説明】
【００５７】
１・・・内視鏡用可撓管、２・・・螺旋管、３・・・網状管、４・・・可撓管芯材、５・
・・カップリング剤、６・・・外皮、７・・・トップコート、８・・・独立気泡、１０・
・・内視鏡、１１・・・挿入部、１２・・・操作部、１３・・・先端部、１４・・・湾曲
部、１５・・・可撓管
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